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5月8日からのコロナ対応について
５月２日に匝瑳市教育委員会からのおたよりを配付しましたが、新型コロナウイルス感染症への対応について

改めてお知らせします。前回のおたよりには掲載していなかったものもありますので、ご確認いただき、ご協力

をお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症への対応については、職業や家族の状況、考え方などご家庭によって様々な違いが

あると思います。本校といたしましては、感染の状況や皆様からの声を参考にしながら、少しずつコロナ前の対

応に戻していく考えです。不明な点やご意見等ございましたら、学校までお願いします。

主な変更や新たに確認された点

・学校における基本的な対応は、新型コロナウイルス感染症が流行する以前に行われていた対応を基本とします。

教育活動も、コロナ前の活動ができるようになります。

・健康観察表の提出は不要となります。（発熱やのどの痛み、せきなどの普段と異なる症状

がある場合は、無理をせず休ませるようお願いします。）

・濃厚接触者の特定はなくなります。（同居家族の発熱などがある場合でも、本人が元気で

あれば、登校してかまいません。児童が学校で発熱した場合でも、きょうだいは下校させ

ません。）

・コロナに感染した場合の連絡は、通常の欠席連絡と同様に学校に連絡してください。休日

の教育委員会等への連絡は必要ありません。

・新型コロナウイルスに感染した場合の出席停止期間は、発症した後５日を経過し、かつ、症状が軽快した後１

日を経過するまでとします（３日に発症し、６日に症状が軽快した場合、９日から登校可能です）。発症から

１０日を経過するまでは、マスクの着用を推奨します。

・給食については、なごやかで楽しく食事ができる機会を確保するために、新型コロナウィルス感染症対策とし

ての黙食は必要ありません。（本校としては、喫食時間の確保を目的に、前を向いて大きな声を出さずに食べ

る現在のやり方をしばらく継続します。）

・これまでの「学校における感染対策ガイドライン」は廃止になりました。

・児童が発熱や咽頭炎、咳等の普段と異なる症状がある場合の欠席は「病欠扱い」が基本となります。（これま

での、コロナでないとわかるまでは「出席停止扱い」から変更となりました。）

継続して取り組んでいく点

・手洗い、換気について指導します。人との距離を確保するよう推奨します。

・咳エチケットなど、一般的な感染防止マナーについて指導します。

・マスクの着用は個人の判断とし、感染やマスク着用の有無について差別・偏見

等がないように指導します。

給食を残さず食べよう
給食センターでは、どのくらいの給食が残ったのかを毎日集計しています。

昨年度本校は、残念ながら市内で残菜率が多い方でした。毎日の給食は、栄

養量やバランス、塩分量など、発達段階に応じた適切な値になるよう計算さ

れ、作られているので、一人分を全部食べるのが理想です。学校では、きら

いなものでも一口は食べてみるように指導しています。今年度になって、本

校では開けずに返された牛乳の数が減っているといううれ

しい報告が入っています。

子どもたちがバランスよく食べられるようご家庭でも苦

心していると思いますが、将来の健康のために、望ましい

食習慣がつくよう、ともに工夫を続けていきましょう。
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豊栄小学校だより めざす子ども像
・進んで学習に取り組む子ども（やる気）
・思いやりのある子ども（勇気）
・進んで身体を鍛える子ども（元気）
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目を見て話を聞こう

今月の全校集会は、これを

テーマに話をしました。全校

集会での話の聞き方はとても

良いのですが、学級では話し

手を見ながら聞くことができ

ない児童も見られます。

目を見て聞くかどうかで、

理解度は大きく変わってくる

と思われます。努力ポイント

としたいところです。

※学校便りは、家庭数で配付しています。


